
次期中長期目標案（原子力規制委員会共管部分） 

 

IV．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

○．原子力安全規制行政及び原子力防災に対する支援とそのための安全研究の

推進 

 機構は、原子力安全規制行政及び原子力防災への技術的支援に係る業務を行

うための組織を区分し、同組織の技術的能力を向上するとともに、機構内に設

置した外部有識者から成る規制支援審議会の意見を尊重し、当該業務の実効性、

中立性及び透明性を確保しつつ、以下の業務を進める。 

(1) 原子力安全規制行政に対する技術的支援とそのための安全研究 

 原子力安全規制行政を技術的に支援することにより、我が国の原子力の研

究、開発及び利用の安全の確保に寄与する。 

 このため、「原子力規制委員会における安全研究の基本方針」を踏まえ、

原子力規制委員会からの技術的課題の提示、技術支援の要請等を受けて、原

子力の安全の確保に関する事項（国際約束に基づく保障措置の実施のための

規制その他の原子力の平和利用の確保のための規制に関する事項を含む。）

について安全研究を行うとともに、同委員会の規制基準類の整備等を支援す

る。 

 また、同委員会の要請を受け、原子力施設等の事故・故障の原因の究明等、

安全の確保に貢献する。 

 さらに、原子力規制委員会を支援できる高い見識を有する人材の育成を目

的とした体制を構築し、強化する。 

(2) 原子力防災等に対する技術的支援 

災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）、武力攻撃事態等に

おける我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律（平

成十五年法律第七十九号）に基づく指定公共機関として、関係行政機関や地

方公共団体の要請に応じて、原子力災害時等における人的・技術的支援を行

う。 

 また、関係行政機関及び地方公共団体の原子力災害対策等の強化に貢献す

る。特に、緊急時モニタリングに係る技術開発、研修、訓練、モニタリング

情報共有・公開システムの運用及び高度化並びに線量評価等の研究開発を行

う。 

 このため、原子力緊急時支援・研修センター（ＮＥＡＴ）に中核人材を配

置し、体制を強化する。 
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